
とちぎ

カスハラは働く人を傷つける許されない行為です

誰もが安心して働ける栃木県へ
栃木県カスタマーハラスメント
防止条例と基本指針について
詳しくは県ホームページへ

令和8(2026)年4月1日から
「栃木県カスタマーハラスメント防止条例」が

施行されました。

長時間の拘束

暴言・大声での威圧 過度な要求

無断撮影・中傷投稿

あなたは、したり・されたりしていませんか？

すべてカスハラかも！これらの行為は


